


とから、当該手法は、検出限界のき裂（UT の検出限界）を想定したうえで応力腐食割れ防止の有効性が実

証された対策であると考えられる。

従って、同部位については、「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈

について（内規）（平成 21・11・18 原院第 1 号）」の別紙１の５．で規定されている「検出限界のき裂を想定し

たうえで応力腐食割れ防止の有効性が実証された対策を施した部位」に該当し、当該規定に基づき非破

壊試験を計画・実施することで、技術基準適合性を確認する試験方法として妥当であると考える。

なお、L-SIP工法及び加圧器管台異種金属溶接部におけるUT検査手法について添付資料2，3に示

す。

４．公表の遅延の希望

なし

５．連絡先 ＜非公開＞

以上
















































